別記様式第2号(第2条関係)

誓約書

　温泉配湯の申請に当たり、下記のとおり誓約します。

記

1　温泉の湧出量が変化をきたし減量したときは、市の定める条例又は規則に基づき配湯の規制をされても異議ありません。
2　料金の滞納はしません。滞納した場合は、配湯の停止又は債務の差押えをされても異議ありません。
3　その他配湯に関する条例又は規則に違反したときは、直ちに配湯許可の取消しをされても異議ありません。

　　　　　　年　　月　　日

申請人(自署)　　　　　　　　　　　　　

　長門市長　　　　様
